
地
方
自
治
と
経
済
分
権

堀　

場　

勇　

夫

は　

じ　

め　

に

地
方
自
治
法
施
行
七
〇
周
年
に
当
た
る
年
に
、
五
〇
周
年
を
記
念
し
て
出
版
さ
れ
た
『
地
方
自
治
法
施
行
五
十
周
年
記
念　

自
治

論
文
集
』
の
諸
論
文
を
読
み
返
し
な
が
ら
地
方
自
治
を
振
り
返
る
と
き
、
こ
の
間
、
地
方
税
財
政
制
度
、
地
方
行
財
政
制
度
等
に
係

わ
る
多
く
の
地
方
分
権
改
革
が
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
は
改
め
て
驚
か
さ
れ
る
。

主
な
も
の
だ
け
を
列
記
し
て
も
、
平
成
五
年
の
衆
参
両
院
に
お
け
る
「
地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
決
議
」、
平
成
六
年
の
税
制

改
革
に
お
け
る
地
方
消
費
税
の
創
設
、
平
成
七
年
の
地
方
分
権
推
進
委
員
会
に
よ
る
第
一
次
分
権
改
革
、
平
成
一
一
年
の
「
地
方
分

権
一
括
法
」
の
成
立
、
平
成
一
三
年
の
地
方
分
権
改
革
推
進
会
議
で
の
第
二
次
分
権
改
革
と
そ
の
後
の
三
位
一
体
改
革
。
地
方
債
制

度
に
お
け
る
、
平
成
一
八
年
度
の
許
可
制
の
廃
止
と
協
議
制
へ
の
移
行
、
平
成
二
八
年
度
か
ら
の
協
議
不
要
基
準
の
緩
和
と
民
間
等

資
金
に
つ
い
て
の
原
則
届
出
対
象
化
の
改
革
。
平
成
一
五
年
度
税
制
改
正
に
お
け
る
法
人
事
業
税
へ
の
外
形
標
準
課
税
の
導
入
。
平
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成
二
〇
年
度
税
制
改
正
に
お
け
る
法
人
事
業
税
所
得
割
・
収
入
割
の
税
率
引
下
げ
と
地
方
法
人
特
別
税
・
地
方
法
人
特
別
譲
与
税
の

創
設
、
平
成
二
六
年
度
税
制
改
正
で
の
地
方
法
人
税
の
創
設
と
法
人
住
民
税
法
人
税
割
の
交
付
税
原
資
化
等
に
よ
る
、
地
方
法
人
課

税
に
お
け
る
偏
在
是
正
措
置
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
二
〇
年
間
、
こ
の
よ
う
に
数
多
く
の
重
要
な
改
革
が
社
会
経
済
状
況
の
変
化

を
受
け
て
実
施
さ
れ
て
い
る
。

『
地
方
自
治
法
施
行
五
〇
周
年
記
念　

自
治
論
文
集
』
に
収
め
ら
れ
、
経
済
理
論
か
ら
の
地
方
分
権
に
つ
い
て
論
じ
た
、
米
原
淳

七
郎
氏
の
論
文
「
地
方
分
権
の
経
済
理
論
」
に
お
い
て
は
、
経
済
学
の
視
点
か
ら
規
範
と
し
て
の
地
方
財
政
論
が
展
開
さ
れ
、
当
時

の
わ
が
国
の
地
方
財
政
制
度
に
お
け
る
課
題
に
対
し
て
意
欲
的
に
そ
の
あ
る
べ
き
姿
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
地
方
分
権
の

も
と
で
の
消
費
者
主
権
の
原
則
に
基
づ
く
地
方
自
治
の
正
当
性
、
課
税
自
主
権
の
確
立
と
応
益
的
な
地
方
税
へ
の
改
革
、
地
方
債
に

お
け
る
起
債
の
自
由
化
等
に
つ
い
て
主
張
が
な
さ
れ
て
い
た
。

地
方
自
治
法
施
行
七
〇
周
年
を
迎
え
る
に
当
た
っ
て
、
人
口
減
少
と
少
子
高
齢
化
や
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
う
大
き
な
社
会
変
化

と
、
そ
れ
に
伴
う
厳
し
い
財
政
状
況
に
直
面
し
て
い
る
地
方
自
治
体
の
姿
を
見
る
と
き
、
米
原
氏
が
当
時
課
題
と
し
て
述
べ
た
諸
点

が
、
こ
の
間
の
地
方
分
権
の
潮
流
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
解
決
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
未
解
決
の
ま
ま
な
の
か
に
つ
い
て
振
り
返
る

こ
と
に
は
意
味
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
新
た
な
社
会
経
済
環
境
の
変
化
を
踏
ま
え
て
、
現
在
の
課
題
と
今
後
の
地
方
自
治
の
役
割
に
つ

い
て
、
改
め
て
問
い
直
す
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
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一　

地
方
自
治
と
地
方
分
権
に
よ
る
地
方
財
政

米
原
氏
と
同
様
に
、
財
政
学
の
視
点
か
ら
み
て
何
故
地
方
自
治
と
地
方
分
権
が
必
要
か
に
つ
い
て
、
規
範
的
理
論
か
ら
議
論
を
始

め
よ
う
。
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
住
民
に
提
供
す
る
資
源
配
分
機
能
に
つ
い
て
、
住
民
が
何
を
ど
の
く
ら
い
欲
し
て
い
る
か
を
充
分
に

知
っ
て
い
る
身
近
な
地
方
自
治
体
が
、
自
身
の
税
を
賦
課
徴
収
し
、
自
身
の
決
定
に
よ
っ
て
住
民
に
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ

と
が
地
方
自
治
の
本
質
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
財
政
審
議
会
は
、
人
口
減
少
、
少
子
高
齢
化
と
の
関
連
で
、「
人
口

減
少
・
少
子
高
齢
化
が
も
た
ら
す
課
題
は
地
域
ご
と
に
異
な
り
、
そ
の
対
処
も
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
こ
の
た
め
、
住
民
に
身
近
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
担
い
手
で
あ
る
地
方
自
治
体
の
役
割
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
。」（
地
方
財
政
審

議
会
『
今
後
目
指
す
べ
き
地
方
財
政
の
姿
と
平
成
二
九
年
度
の
地
方
財
政
へ
の
対
応
に
つ
い
て
の
意
見 

』
平
成
二
八
年
一
二
月
一

四
日 

一
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
わ
が
国
で
は
、
今
後
高
い
経
済
成
長
率
は
望
め
ず
、
急
速
に
人
口
減
少
と
少
子
高
齢
化

が
進
む
こ
と
か
ら
、
以
前
に
も
ま
し
て
国
・
地
方
を
通
じ
た
効
率
的
な
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
一
つ

の
解
決
策
が
地
方
自
治
の
も
と
で
の
地
方
分
権
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
た
め
で
あ
る
。 

　

地
方
分
権
の
経
済
学
に
よ
る
分
析

経
済
学
で
は
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
つ
い
て
、
住
民
の
厚
生
を
最
大
化
す
る
よ
う
に
提
供
す
る
こ
と
が
好
ま
し
い
と
い
う
基

準
が
あ
る
。
で
は
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
住
民
の
厚
生
を
最
大
化
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。
消
費
者
余
剰
に
よ
っ
て
こ
の
点
を
示
し
た

地方自治と経済分権
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も
の
が
図
１
で
あ
る
。
Ａ
地
域
の
住
民
と
Ｂ
地
域
の
住
民
の

あ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
需
要
を
そ
れ
ぞ
れ
DA

と
DB

、

そ
の
た
め
の
費
用
を
S
で
示
す
。
し
た
が
っ
て
、
同
じ
費
用

S
で
あ
る
な
ら
ば
、
Ａ
地
域
が
XA

、
Ｂ
地
域
の
住
民
は
XB

の

需
要
の
水
準
を
望
ん
で
い
る
の
で
、
Ｂ
地
域
の
住
民
の
方
が

こ
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
に
対
し
需
要
が
大
き
い
と
い
え
る
。
例

え
ば
、
高
齢
者
が
多
く
居
住
し
て
い
る
地
域
を
Ａ
地
域
、
若

年
層
が
多
く
居
住
し
て
い
る
地
域
を
Ｂ
地
域
と
し
、
提
供
さ

れ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
保
育
所
を
仮
定
す
れ
ば
、 

Ｂ
に

居
住
し
て
い
る
住
民
は
、
Ａ
の
住
民
よ
り
、
こ
の
公
共
サ
ー

ビ
ス
へ
の
需
要
が
高
い
と
考
え
ら
れ
、
図
１
の
よ
う
な
需
要

の
状
態
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
需
要
が
地
域
で

異
な
っ
て
い
る
場
合
、
国
が
Ａ
と
Ｂ
の
地
域
に
一
律
に
XA

の
供
給
を
提
供
す
る
と
、
消
費
者
余
剰
の
面
積
で
み
た
社
会
全
体
の
厚
生

水
準
は
A
＋
C
＋
C
で
あ
る
の
に
対
し
、
地
方
自
治
体
が
個
々
の
地
域
で
異
な
っ
た
量
で
提
供
で
き
る
場
合
に
は
、
Ａ
の
地
域

で
は
XA

、
Ｂ
地
域
で
は
XB

の
水
準
で
提
供
さ
れ
、
厚
生
水
準
は
A
＋
B
＋
C
＋
C
と
な
っ
て
、
よ
り
高
い
水
準
の
厚
生
が
得
ら

れ
る
。
こ
の
た
め
に
は
、
地
方
自
治
体
に
対
し
自
身
で
歳
出
の
水
準
と
内
容
を
決
定
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（出所）筆者作成

図 １　公共サービスの提供と地方分権

DB

DA
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C

A
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上
の
よ
う
な
簡
単
な
図
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
住
民
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
へ
の
需
要
が
地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
な
ら
ば
、
そ
れ

ぞ
れ
の
地
域
の
自
治
体
に
よ
っ
て
住
民
の
需
要
に
沿
っ
て
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
方
が
社
会
全
体
で
好
ま
し
い
結
果
が
得
ら
れ

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
地
方
分
権
の
も
と
で
の
地
方
自
治
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

米
原
氏
は
、
上
述
の
規
範
的
に
導
か
れ
た
地
方
財
政
の
姿
を
、
当
時
の
わ
が
国
の
制
度
と
対
比
し
て
幾
つ
か
の
課
題
を
指
摘
し
、

地
方
分
権
改
革
の
潮
流
の
中
で
何
を
す
べ
き
か
に
つ
い
て
の
方
向
性
を
示
し
た
。
そ
の
第
一
は
、
図
１
で
示
さ
れ
る
効
率
性
を
地
方

自
治
体
が
達
成
す
る
た
め
に
は
、
地
方
団
体
が
自
身
の
意
思
に
よ
っ
て
歳
出
の
水
準
と
事
業
内
容
に
つ
い
て
決
定
す
る
こ
と
が
で
き

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
第
二
は
、
歳
出
を
賄
う
た
め
の
十
分
な
地
方
税
収
と
課
税
自
主
権
の
確
立
が
充
た
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
地
方
税
は
応
益
性
を
充
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
第
三
は
、
一
定
の
管
理
の
中
で
地
方
債
の
自
由

な
起
債
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

二　

 

地
方
分
権
に
向
け
た
地
方
税
改
革
と
残
さ
れ
た
課
題

米
原
氏
は
「
経
済
分
権
の
経
済
理
論
」
に
お
い
て
、
地
方
分
権
の
た
め
に
必
要
な
課
税
自
主
権
の
た
め
、
応
益
課
税
と
し
て
の
地

方
税
、
特
に
個
人
住
民
税
の
比
例
税
率
化
を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
の
二
〇
年
を
振
り
返
る
と
き
、
わ
が
国
で
は
、

地
方
分
権
化
の
流
れ
、
急
速
な
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
人
口
減
少
・
少
子
高
齢
化
等
、
大
き
な
社
会
・
経
済
変
化
に
直
面
し
て
い

る
。
こ
の
間
、
こ
れ
ら
の
状
況
に
対
応
し
た
税
制
の
構
築
を
目
指
し
、
抜
本
的
な
税
制
改
革
が
実
施
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
中
で
米

原
氏
の
主
張
し
た
課
題
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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地
方
分
権
改
革
に
つ
い
て
い
え
ば
、
平
成
五
年
に
衆
参
両
院
に
お
い
て
「
地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
決
議
」
が
採
択
さ
れ
、
平

成
七
年
に
は
地
方
分
権
推
進
法
が
公
布
さ
れ
る
と
と
も
に
地
方
分
権
推
進
委
員
会
が
発
足
し
、
平
成
一
一
年
に
は
地
方
分
権
一
括
法

が
公
布
、
平
成
一
三
年
に
地
方
分
権
推
進
委
員
会
の
最
終
報
告
が
出
さ
れ
て
い
る
。
地
方
分
権
推
進
委
員
会
に
よ
る
第
一
次
分
権
改

革
と
呼
ば
れ
る
改
革
で
は
、
機
関
委
任
事
務
が
廃
止
さ
れ
る
と
と
も
に
、
地
方
の
事
務
が
法
定
受
託
事
務
と
自
治
事
務
に
分
類
さ
れ
、

国
と
地
方
の
関
係
が
従
来
の
上
下
・
主
従
の
関
係
か
ら
対
等
・
協
力
の
関
係
へ
と
変
化
し
た
。
地
方
自
治
法
施
行
五
〇
周
年
に
あ
た

る
平
成
九
年
は
、
ち
ょ
う
ど
地
方
分
権
推
進
委
員
会
の
第
二
次
勧
告
か
ら
第
四
次
勧
告
が
次
々
と
出
さ
れ
て
い
る
と
き
で
あ
っ
た
。

上
述
の
よ
う
に
、
地
方
分
権
推
進
委
員
会
の
第
一
次
分
権
改
革
で
は
、
地
方
の
事
務
が
法
定
受
託
事
務
と
自
治
事
務
に
分
類
さ
れ

た
が
、
そ
れ
に
伴
う
財
源
手
当
や
課
税
自
主
権
・
地
方
税
財
源
の
充
実
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
成
果
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
平
成
一

三
年
の
地
方
分
権
推
進
委
員
会
の
最
終
報
告
第
三
章
で
は
、「
国
・
地
方
を
通
じ
た
現
在
の
租
税
負
担
率
に
制
度
的
変
更
を
加
え
な

い
前
提
で
地
方
税
源
の
充
実
を
行
う
た
め
に
は
、
国
か
ら
地
方
へ
の
税
源
移
譲
に
よ
り
地
方
税
源
の
充
実
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ

り
、
そ
の
際
に
は
、
税
源
移
譲
額
に
相
当
す
る
国
庫
補
助
負
担
金
や
地
方
交
付
税
の
額
を
減
額
す
る
な
ど
に
よ
り
、
歳
入
中
立
を
原

則
と
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。」
と
し
、
残
さ
れ
た
課
題
と
し
て
、
①
所
得
税
か
ら
個
人
住
民
税
へ
の
税
源
移
譲
、
②
地
方
消
費

税
の
充
実
、
③
法
人
事
業
税
へ
の
外
形
標
準
課
税
導
入
を
具
体
的
に
あ
げ
、
第
二
次
分
権
改
革
へ
の
課
題
と
し
た
。

㈠　

個
人
住
民
税
改
革
と
三
位
一
体
改
革

地
方
分
権
推
進
委
員
会
の
最
終
報
告
に
お
い
て
、
地
方
税
財
源
の
充
実
確
保
が
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
れ
を
引
き
継

ぐ
べ
き
地
方
分
権
改
革
推
進
会
議
が
発
足
し
て
第
二
次
分
権
改
革
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。
し
か
し
、
地
方
分
権
改
革
推
進
会
議
で
は
、
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地
方
交
付
税
改
革
と
地
方
財
政
計
画
の
歳
出
削
減
を
通
じ
た
財
政
再
建
の
検
討
が
加
わ
り
、
そ
れ
以
降
、
税
源
移
譲
と
国
庫
補
助
負

担
金
の
見
直
し
に
よ
る
地
方
分
権
を
目
的
と
し
た
地
方
税
財
政
制
度
改
革
か
ら
、
交
付
税
の
削
減
と
財
源
保
障
機
能
の
検
討
を
加
え

た
三
位
一
体
改
革
が
議
論
の
中
心
と
な
っ
た
。
こ
の
三
位
一
体
改
革
で
は
、
主
に
補
助
率
引
下
げ
を
通
じ
て
国
庫
補
助
負
担
金
の
見

直
し
が
な
さ
れ
た
た
め
、
地
方
の
自
主
性
と
裁
量
性
は
決
し
て
高
ま
ら
な
か
っ
た
上
、
地
方
財
政
計
画
の
歳
出
の
圧
縮
と
地
方
交
付

税
の
縮
減
が
な
さ
れ
た
た
め
、
三
兆
円
の
税
源
移
譲
が
実
現
し
た
と
は
い
え
、
全
体
と
し
て
地
方
財
政
に
と
っ
て
厳
し
い
改
革
と

な
っ
た
。
こ
の
た
め
地
方
か
ら
の
評
価
は
低
い
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
地
方
か
ら
み
た
三
位
一
体
改
革
に
つ
い
て
の
評
価
は
、
地
方
分
権
改
革
と
し
て
見
れ
ば
低
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
三
位
一
体
改
革
を
、
地
方
分
権
の
た
め
の
地
方
税
改
革
と
し
て
限
っ
て
見
れ
ば
、
国
の
所
得
税
か
ら
地
方
の
個
人
住
民
税
に

三
兆
円
の
税
源
移
譲
が
な
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
個
人
住
民
税
に
お
け
る
道
府
県
の
税
率
が
二
％
と
四
％
、
市
町
村
の
税
率
が
三
％
、

八
％
、
一
一
％
と
い
う
累
進
税
率
で
あ
っ
た
も
の
か
ら
、
税
率
を
フ
ラ
ッ
ト
化
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
人
所
得
税
に
関
し
て
応
益

課
税
に
向
け
た
改
革
が
実
現
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
一
定
の
評
価
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
た
め
、
個
人
住
民
税
の
税
率
構
造
に

関
し
て
は
、
三
位
一
体
改
革
を
通
じ
て
所
得
税
と
の
間
で
一
定
の
整
理
が
つ
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
上
で
、
今
後
の
個
人
住
民
税
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
残
さ
れ
た
課
題
と
し
て
個
人
住
民
税
の
課
税
ベ
ー
ス
の
問
題

が
あ
げ
ら
れ
る
。
個
人
所
得
に
対
す
る
所
得
税
と
個
人
住
民
税
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
性
格
と
目
的
に
基
づ
い
て
賦
課
さ
れ
て

い
る
た
め
、
そ
の
課
税
標
準
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
同
じ
も
の
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
。
し
か
し
、
現
行
の
個
人
住
民
税
の
課
税
標

準
は
、
所
得
税
の
計
算
の
例
に
よ
っ
て
算
定
さ
れ
、
控
除
に
よ
っ
て
は
所
得
税
と
同
一
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
税
制
改
正
等
に
お
い

て
問
題
が
生
ず
る
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
、
平
成
三
〇
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
、
平
成
二
九
年
一
一
月
の
政
府
税
制
調
査
会
中
間
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報
告
で
は
、
人
的
控
除
の
控
除
方
式
の
あ
り
方
、
働
き
方
の
多
様
化
等
を
踏
ま
え
た
所
得
計
算
の
あ
り
方
等
の
各
論
点
に
つ
い
て
議

論
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
地
方
財
政
審
議
会
意
見
書
で
は
「
個
人
住
民
税
の
人
的
控
除
は
、
個
人
住
民
税
の
「
地
域
社
会
の
会
費
的

性
格
」
か
ら
、
控
除
額
は
所
得
税
よ
り
も
低
く
設
定
し
な
が
ら
、
所
得
税
の
控
除
と
同
様
の
体
系
（
控
除
の
種
類
、
適
用
対
象
者
）

と
し
て
い
る
こ
と
及
び
、個
人
住
民
税
の
課
税
標
準
は
、所
得
税
の
計
算
の
例
に
よ
っ
て
算
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
、給
与
所
得
控
除
・

公
的
年
金
等
控
除
等
の
所
得
計
算
上
の
控
除
等
は
所
得
税
と
同
一
と
な
っ
て
い
る
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
各
論
点
に
つ
い
て
は
、
所
得

税
に
お
け
る
検
討
と
併
せ
て
、
個
人
住
民
税
に
お
い
て
も
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
際
に
、
所
得
税
は
累
進
税
率

で
あ
る
こ
と
に
対
し
、
個
人
住
民
税
所
得
割
は
比
例
税
率
で
あ
る
こ
と
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
。」（
傍
線
部
筆
者
）（
平
成
三
〇
年

度
地
方
税
制
改
正
等
に
関
す
る
地
方
財
政
審
議
会
意
見
（
平
成
二
九
年
一
一
月
二
一
日
））
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、 

累
進
税

率
と
比
例
税
率
の
違
い
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
所
得
税
と
個
人
住
民
税
に
異
な
っ
た
効
果
が
生
ず
る
こ
と
に
留
意
が
必
要
と
な
る
。
ま

た
、
個
人
住
民
税
の
「
地
域
社
会
の
会
費
的
性
格
」
か
ら
控
除
額
が
所
得
税
よ
り
も
低
く
定
め
ら
れ
て
い
る
な
ど
所
得
税
と
は
異

な
っ
て
い
る
点
も
踏
ま
え
、
今
後
、
個
人
住
民
税
と
所
得
税
の
課
税
標
準
の
在
り
方
も
含
め
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

㈡　

法
人
事
業
税
の
外
形
標
準
化

米
原
氏
が
述
べ
た
応
益
課
税
に
関
し
て
、
特
記
す
べ
き
項
目
と
し
て
平
成
一
六
年
度
か
ら
の
法
人
事
業
税
に
お
け
る
外
形
標
準
課

税
の
導
入
が
あ
げ
ら
れ
る
。
法
人
事
業
税
に
お
け
る
外
形
標
準
課
税
に
つ
い
て
は
、
平
成
一
三
年
に
提
出
さ
れ
た
地
方
分
権
推
進
委

員
会
で
の
最
終
報
告
第
三
章
で
早
期
に
導
入
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
が
、
平
成
一
五
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
、「
あ

る
べ
き
税
制
」
に
求
め
ら
れ
る
視
点
と
し
て
「
地
方
分
権
の
推
進
と
地
方
税
の
充
実
確
保
を
図
る
こ
と
」
と
記
述
さ
れ
る
と
と
も
に
、
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「
応
益
課
税
と
し
て
の
税
の
性
格
の
明
確
化
、
地
方
分
権
を
支
え
る
基
幹
税
の
安
定
化
、
経
済
の
活
性
化
・
経
済
構
造
改
革
の
促
進

な
ど
の
重
要
な
意
義
を
有
す
る
改
革
」
と
し
て
、
都
道
府
県
段
階
の
基
幹
税
で
あ
る
法
人
事
業
税
に
付
加
価
値
割
と
資
本
割
か
ら
な

る
外
形
標
準
課
税
を
創
設
し
、
平
成
一
六
年
度
か
ら
導
入
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
平
成
二
六
年
度
の
法
人
実
効
税
率
引
下

げ
に
伴
っ
て
外
形
標
準
課
税
の
拡
大
が
な
さ
れ
、
平
成
二
八
年
度
に
は
外
形
標
準
課
税
八
分
の
五
、
所
得
割
八
分
の
三
と
な
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
外
形
標
準
課
税
が
適
用
さ
れ
る
法
人
は
資
本
金
一
億
円
以
上
の
法
人
に
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
法
人
形
態
に
中
立
で

は
な
く
、
所
得
割
の
廃
止
と
付
加
価
値
割
の
拡
大
、
中
小
法
人
へ
の
適
用
な
ど
が
今
後
の
法
人
事
業
税
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

㈢　

地
方
消
費
税

世
界
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
含
む
社
会
経
済
の
変
化
を
受
け
、
ま
た
世
界
各
国
が
所
得
課
税
か
ら
消
費
課
税
へ
転
換
す
る
潮
流

の
中
で
、
わ
が
国
で
も
、
昭
和
六
二
・
六
三
年
の
抜
本
的
税
制
改
革
に
お
い
て
、
高
齢
化
社
会
に
向
け
た
直
間
比
率
の
見
直
し
問
題

が
取
り
上
げ
ら
れ
、
平
成
元
年
に
は
多
段
階
の
消
費
課
税
で
あ
る
消
費
税
が
創
設
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
少
子
・
高
齢
化
が
進
展
し
て
い
く
中
で
、
平
成
六
年
の
税
制
改
革
で
は
、
公
正
で
活
力
あ
る
福
祉
社
会
の
実
現
を
目
指

す
方
向
が
示
さ
れ
た
が
、
地
方
段
階
の
多
段
階
の
消
費
課
税
に
関
し
て
は
、
平
成
六
年
の
税
制
改
革
の
前
年
に
提
出
さ
れ
た
「
今
後

の
税
制
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
答
申　
「
公
正
で
活
力
あ
る
高
齢
化
社
会
」
を
目
指
し
て
」（
税
制
調
査
会
、
平
成
五
年
一
一
月
）
に

お
い
て
、
地
方
分
権
の
推
進
、
地
方
税
の
充
実
強
化
に
つ
い
て
は
必
要
性
を
認
め
つ
つ
も
、
地
方
段
階
の
多
段
階
消
費
課
税
に
つ
い

て
は
、「
地
方
消
費
税
は
、
税
の
帰
属
地
と
消
費
地
の
関
係
や
国
境
税
調
整
の
問
題
、
納
税
コ
ス
ト
の
観
点
か
ら
困
難
で
は
な
い
か

等
の
意
見
が
多
く
出
さ
れ
た
。」（「
今
後
の
税
制
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
答
申
」
一
八
頁
）
と
記
述
さ
れ
、
そ
の
導
入
に
は
消
極
的
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で
あ
っ
た
。

ま
た
、
平
成
六
年
の
税
制
改
革
に
お
い
て
は
、
地
方
分
権
の
推
進
の
た
め
の
地
方
税
の
充
実
の
観
点
か
ら
、
基
幹
税
で
あ
る
多
段

階
の
消
費
課
税
で
あ
る
地
方
消
費
税
を
地
方
段
階
に
創
設
す
る
こ
と
が
議
論
さ
れ
た
が
、
仕
向
地
原
則
に
則
っ
た
地
方
消
費
税
に
お

い
て
、
理
論
上
不
可
欠
な
「
最
終
消
費
地
と
税
収
の
帰
属
地
の
一
致
」、
い
わ
ゆ
る
地
方
消
費
税
に
お
け
る
清
算
問
題
の
解
決
が
地

方
消
費
税
創
設
に
と
っ
て
キ
ー
と
な
っ
た
。

こ
の
点
に
つ
い
て
「
平
成
七
年
度
の
税
制
改
正
に
関
す
る
答
申
」（
政
府
税
調
、
平
成
六
年
一
二
月
）
に
お
い
て
は
、「
今
般
創
設

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
地
方
消
費
税
に
つ
い
て
は
、
現
実
的
な
解
決
策
と
し
て
地
方
消
費
税
の
税
収
を
消
費
基
準
に
基
づ
い
て
各
都

道
府
県
間
で
清
算
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
税
の
帰
属
地
と
消
費
地
を
一
致
さ
せ
る
こ
と
と
し
、
現
行
消
費
税
の
課
税
根
拠

と
の
整
合
性
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
／
こ
う
し
た
制
度
的
な
対
応
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
今
般
創
設
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
地
方
消
費
税
は
、
地
方
分
権
を
推
進
し
、
地
域
福
祉
を
充
実
す
る
た
め
の
地
方
税
源
充
実
の
具
体
的
方
策
と
し
て
、

租
税
理
論
の
観
点
か
ら
も
一
定
の
工
夫
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
評
価
し
得
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。」
と
記
述
さ
れ
、
現
行

清
算
方
式
の
採
用
と
共
に
、
地
方
分
権
の
基
盤
と
な
る
地
方
税
充
実
に
即
し
た
、
消
費
税
率
一
％
相
当
の
地
方
消
費
税
が
創
設
さ
れ
、

平
成
九
年
四
月
よ
り
の
導
入
が
決
定
さ
れ
た
。

創
設
以
来
、
地
方
消
費
税
の
清
算
に
つ
い
て
は
、
物
品
と
サ
ー
ビ
ス
の
最
終
消
費
に
関
す
る
統
計
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
さ
れ
る
部
分

と
、
こ
れ
ら
の
統
計
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
さ
れ
な
い
人
口
と
従
業
者
数
に
よ
っ
て
代
替
さ
れ
る
部
分
に
分
け
て
そ
れ
ぞ
れ
清
算
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
地
方
消
費
税
の
課
税
根
拠
と
し
て
の
応
益
性
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
に
つ
い
て
は
、
商
品
の
生
産
さ
れ
た
地
域
の

自
治
体
が
付
加
価
値
税
の
課
税
権
を
も
つ
原
産
地
原
則
に
対
し
、
最
終
消
費
地
の
自
治
体
が
課
税
権
を
も
つ
仕
向
地
原
則
が
あ
る
。

（
１
）
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仕
向
地
原
則
を
と
っ
て
い
る
わ
が
国
の
地
方
消
費
税
に
お
い
て
は
、
最
終
消
費
者
が
受
け
て
い
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
か
ら
の
受
益
に
対

し
て
応
益
的
に
負
担
を
求
め
る
こ
と
を
課
税
根
拠
と
し
て
い
る
た
め
、
地
方
消
費
税
は
応
益
性
を
満
た
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い

る
。

三　

地
方
債
改
革
と
地
方
分
権

地
方
債
の
発
行
に
関
し
て
は
、
財
政
理
論
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
地
方
債
の
食
い
逃
げ
問
題
」
と
呼
ば
れ
る
地
方
債
特
有
の
問

題
が
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
経
常
費
用
を
賄
う
た
め
の
地
方
債
に
よ
る
財
源
調
達
に
つ
い
て
は
、
そ
の
受
益
者
が
現
役
世
代
で
あ
る
の

に
対
し
負
担
者
が
将
来
世
代
で
あ
る
た
め
過
大
な
歳
出
と
な
る
傾
向
が
あ
り
、
世
代
間
の
公
平
性
か
ら
も
慎
重
で
あ
る
べ
き
と
い
う

意
見
が
一
般
的
で
あ
る
。
こ
の
た
め
地
方
財
政
法
第
五
条
で
は
公
共
施
設
ま
た
は
公
用
施
設
の
建
設
事
業
費
や
地
方
公
営
企
業
に
要

す
る
経
費
等
、
限
ら
れ
た
経
費
に
の
み
起
債
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
地
方
債
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
ゼ
ロ
と
さ
れ
て
き
た
信

用
を
堅
持
す
る
意
味
か
ら
も
、
何
ら
か
の
地
方
債
発
行
に
対
す
る
国
の
関
与
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
他
方
、
都
道
府

県
や
政
令
指
定
都
市
を
中
心
と
し
て
機
動
的
な
地
方
債
発
行
に
よ
る
財
源
調
達
の
多
様
化
に
対
す
る
要
望
も
あ
り
、
ま
た
地
方
分
権

の
観
点
か
ら
も
地
方
債
発
行
に
つ
い
て
地
方
公
共
団
体
の
自
主
性
を
尊
重
す
べ
き
と
い
う
意
見
も
強
ま
っ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
一

方
で
は
地
方
債
発
行
の
自
由
化
、
他
方
で
は
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
性
と
地
方
債
の
信
用
を
堅
持
す
る
た
め
の
国
に
よ
る
関

与
と
い
う
、
相
反
す
る
二
つ
の
目
的
を
同
時
に
達
成
す
る
た
め
の
地
方
債
改
革
が
要
望
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
観
点
を
踏
ま
え
、
こ
の
間
の
地
方
債
改
革
の
経
緯
を
み
る
と
、
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
地
方
債
の
発
行
に
つ
い
て
は
平
成

（
2
）
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一
七
年
度
ま
で
国
の
許
可
が
必
要
で
あ
っ
た
も
の
が
、
平
成
一
二
年
四
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
地
方
分
権
一
括
法
に
よ
る
地
方
財
政

法
等
の
改
正
に
伴
っ
て
平
成
一
八
年
度
に
許
可
制
の
原
則
廃
止
と
協
議
制
へ
の
移
行
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
地
方
債
協
議
制
度
で
は
、

地
方
公
共
団
体
が
地
方
債
を
発
行
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
総
務
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
と
協
議
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
発
行
は
原

則
自
由
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
実
質
公
債
費
比
率
に
よ
っ
て
元
利
償
還
金
が
一
定
水
準
と
な
っ
た
地
方
公
共
団
体
、
あ
る
い
は
実
質

赤
字
比
率
あ
る
い
は
連
結
実
質
赤
字
比
率
で
み
た
赤
字
団
体
等
に
つ
い
て
、
一
定
の
水
準
を
超
え
た
場
合
に
は
許
可
制
度
が
適
用
さ

れ
、
地
方
公
共
団
体
の
財
政
健
全
化
と
地
方
債
の
発
行
自
由
化
・
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
ゼ
ロ
の
維
持
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。平

成
二
四
年
度
か
ら
は
、
地
方
公
共
団
体
の
自
主
性
・
自
立
性
を
さ
ら
に
高
め
る
た
め
、
民
間
等
資
金
に
係
わ
る
地
方
債
届
出
制

度
が
導
入
さ
れ
、
さ
ら
に
平
成
二
八
年
度
か
ら
協
議
不
要
基
準
が
緩
和
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
協
議
制
対
象
の
起
債
と
同
様
に
届
出
制

対
象
の
起
債
に
つ
い
て
も
、
実
質
公
債
費
比
率
、
実
質
赤
字
額
、
連
結
実
質
赤
字
比
率
、
将
来
負
担
比
率
、
資
金
不
足
額
等
が
一
定

の
水
準
を
超
え
る
場
合
に
は
許
可
制
が
適
用
さ
れ
る
。
ま
た
公
的
資
金
を
充
当
す
る
場
合
に
は
、
資
金
の
配
分
・
調
整
の
観
点
か
ら

依
然
と
し
て
協
議
制
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
地
方
債
償
還
財
源
の
確
保
、
財
政
の
健
全
性
の
確
保
、
資
金
の
需
要
調
整
と

適
正
配
分
等
に
よ
っ
て
、
マ
ク
ロ
及
び
ミ
ク
ロ
の
視
点
か
ら
地
方
交
付
税
制
度
、
地
方
債
制
度
等
を
通
じ
た
地
方
財
政
全
体
で
の
財

源
保
障
制
度
の
維
持
が
な
さ
れ
て
い
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
米
原
氏
が
課
題
と
し
て
述
べ
た
地
方
債
に
関
す
る
起
債
の
自
由
化
等
に
つ
い
て
は
多
く
の
進
展
が
み
ら
れ

た
。
ま
た
、
平
成
二
一
年
六
月
に
は
地
方
自
治
体
の
地
方
債
に
長
期
か
つ
低
利
の
資
金
を
融
通
す
る
た
め
の
地
方
共
同
法
人
で
あ
る

地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
が
、
地
方
共
同
の
資
金
調
達
機
関
と
し
て
「
官
か
ら
民
へ
」
を
目
指
す
政
策
金
融
改
革
の
流
れ
の
中
で
設
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立
さ
れ
た
。
ま
た
、
そ
の
貸
付
対
象
に
は
一
般
会
計
債
及
び
臨
時
財
政
対
策
債
へ
の
貸
付
が
含
ま
れ
て
い
る
。

四　

地
方
分
権
と
今
日
の
課
題

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
米
原
氏
の
提
起
し
た
地
方
分
権
の
た
め
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
地
方
分
権
改
革
の
潮
流
の
な
か

で
多
く
の
進
展
が
あ
っ
た
が
、
地
方
分
権
改
革
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
い
ま
だ
多
く
の
課
題
が
残
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
今
後

検
討
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
二
つ
の
課
題
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

㈠　

わ
が
国
の
歳
出
構
造
と
地
方
分
権

わ
が
国
で
は
、
政
府
支
出
に
占
め
る
地
方
財
政
の
割
合
は
国
と
地
方
の
歳
出
決
算
・
最
終
支
出
ベ
ー
ス
で
約
五
分
の
三
を
占
め
、

生
活
に
関
連
し
た
社
会
保
障
関
係
費
（
民
生
費
）
や
教
育
費
等
で
は
特
に
大
き
な
割
合
を
占
め
て
い
る
。
し
か
し
、
し
ば
し
ば
言
わ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
歳
出
の
大
き
さ
が
地
方
自
治
の
大
き
さ
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
平
成
一
一
年
に
成
立
し
た
地
方
分

権
一
括
法
で
は
機
関
委
任
事
務
が
廃
止
さ
れ
、
地
方
の
事
務
が
法
定
受
託
事
務
と
自
治
事
務
に
分
類
さ
れ
た
が
、
図
２
の
よ
う
に
、

依
然
と
し
て
自
治
事
務
に
お
い
て
も
多
く
の
事
務
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
地
方
歳
出
の
構
造
を
み
る
と
、
そ
の
多
く
が
、

警
察
官
や
高
校
教
職
員
数
等
の
よ
う
に
国
の
法
令
等
で
基
準
を
設
定
さ
れ
て
い
る
も
の
、
戸
籍
、
保
健
所
、
ご
み
処
理
等
の
よ
う
に

国
の
法
令
で
そ
の
実
施
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
、
ま
た
国
庫
補
助
関
連
事
業
等
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
公
共

サ
ー
ビ
ス
の
内
容
及
び
水
準
に
つ
い
て
地
方
自
治
体
が
自
由
に
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
適
切
に
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ

地方自治と経済分権
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と
を
妨
げ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
先
の
分
権
改
革
で

も
た
び
た
び
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
り
、
至
急
改
善
さ
れ

る
べ
き
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

特
に
、
義
務
付
け
等
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
税
収
割
合
が
低

く
、
地
方
交
付
税
に
多
く
依
存
す
る
、
財
政
的
に
豊
か
で
な
い

自
治
体
の
方
が
、
義
務
付
け
等
に
よ
っ
て
自
由
度
が
相
対
的
に

低
く
な
り
、
財
政
的
に
厳
し
く
な
る
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ

る
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
を
示
し
た
も
の
が
図
３
で
あ
る
。
図
３
に

は
、
基
準
財
政
需
要
額
は
等
し
い
が
、
税
収
の
大
き
さ
に
違
い

が
あ
る
自
治
体
Ａ
と
自
治
体
Ｂ
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、

税
収
に
つ
い
て
、
自
治
体
Ａ
の
税
収
額
Ａ
が
自
治
体
Ｂ
の
税
収

額
Ｂ
よ
り
も
多
い
こ
と
が
仮
定
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
留
保
財
源

Ａ
が
留
保
税
源
Ｂ
よ
り
も
多
い
た
め
、
同
額
の
義
務
的
経
費
の

も
と
で
自
由
に
な
る
財
源
は
自
治
体
Ａ
の
方
が
自
治
体
Ｂ
よ
り

も
大
き
な
額
と
な
る
（
変
更
前
の
自
由
に
な
る
財
源
Ａ＞

変
更

前
の
自
由
に
な
る
財
源
Ｂ
）。
ま
た
、
図
３
に
示
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
国
に
よ
っ
て
新
た
に
義
務
的
経
費
増
加
分
だ
け
義
務

（出所）総務省資料

図 ２　地方財政計画（通常収支分）の歳出の分析

地方財政計画（通常収支分）の歳出の大部分は、補助・地方単独ともに、小中高教職員・警察官等の人件
費や社会保障関係費など、国の法令や制度等に基づく経費である。

地方公務員約238万人のうち約77％は
国が定員に関する基準を幅広く定めて
いる教育・警察・消防・福祉関係職員
※ 公営企業等会計部門職員除く

小中学校教職員等

地方警察官 21,341
消防職員 12,217
高校教職員 17,003

ケースワーカー
公立保育所保育士等の福祉関係職員　等

生活保護、介護保険（老人ホーム、ホームヘルパー等）、
後期高齢者医療、障害者自立支援　等

都道府県財政調整交付金。保険基盤安定制度（保険料軽減分）、
国保財政安定化支援事業

（注）  その他には、小・中学校、ごみ処理施設、社会福祉施設、
道路等の事業で、いわゆる国庫補助事業の継ぎ足し単
独や補助事業を補完する事業等、国庫補助と密接に関
係する事業も含まれる。

上下水道、病院（高度医療等）等

予防接種、乳幼児健診、ごみ処理、警察・消防の運営費、道
路・河川・公園等の維持管理費、義務教育諸学校運営費、
私学助成、戸籍・住民基本台帳　など

清掃、農林水産業、道路橋りょう、河川海岸、都市計画、
公立高校など

一般行政経費（単独）は社会保障など住民に身近な地方の様々な取組に対応補助等 58.2％

単独 41.8％

地方財政計画（平成29年度）【86兆6,198億円】　　　　　　（単位：億円）

給与関係経費

203,209

補　助
56,681

国　　　費 15,521

地　方　費 50,561

地　方　費
 95,967

国　　　費 88,596

地　方　費 109,213

地　方　費
 138,520

地　方　費

地　方　費

地　方　費

地　方　費

地　方　費

地　方　費

直轄事業負担金 5,590

企業債の元利償還に係るもの 15,853
上　記　以　外 9,393

国　　　　費 26,373
地　　方　費 25,310

国の事業団等への出資金等 1,693

地　方　費 41,160

地方単独
146,528

補　助
197,809

地方単独
140,213

国保・後期高齢者
15,068

地域経済基盤強化・
雇用等対策費 1,950

まち・ひと・しごと
創生事業費10,000

直轄・補助
（公共事業費等）

57,273
地方単独
56,297

重点課題対応分2,500

一般行政経費

365,590

投資的経費

113,570

公　債　費
125,902

公益企業繰出金　25,256

そ　の　他 30,721 地　方　費

直轄事業負担金
 4.9％
補助 45.5％
単独 49.6％
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的
経
費
に
係
わ
る
政
策
が
追
加
さ
れ
た
と
き
、
そ
れ
に
見
合

う
基
準
財
政
需
要
額
の
増
額
が
な
さ
れ
な
い
と
き
に
は
、
変

更
前
の
自
由
に
な
る
財
源
に
対
す
る
義
務
的
経
費
増
加
分
の

割
合
で
み
て
、
自
治
体
Ｂ
の
比
率
は
自
治
体
Ａ
の
比
率
よ
り

大
き
く
、
地
方
税
収
の
少
な
い
自
治
体
Ｂ
に
大
き
な
影
響
が

及
ぶ
こ
と
が
分
か
る
。
す
な
わ
ち
、
国
の
政
策
が
実
施
さ
れ

た
と
き
に
、
地
方
負
担
分
の
手
当
が
充
分
に
な
さ
れ
な
い
場

合
、
財
政
力
の
弱
い
交
付
団
体
に
よ
り
大
き
な
影
響
が
及

び
、
住
民
の
需
要
に
沿
っ
た
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た

め
の
財
源
が
減
額
さ
れ
る
こ
と
で
、
公
共
部
門
の
運
営
に
支

障
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
地
方
財
政
で
の
特

徴
と
し
て
、
マ
ク
ロ
で
の
政
策
の
変
更
が
個
々
の
地
方
自
治

体
に
異
な
っ
た
ミ
ク
ロ
の
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
あ
り
、
地

方
財
政
計
画
で
示
さ
れ
る
平
均
で
の
議
論
が
個
々
の
地
方
自

治
体
へ
の
影
響
を
必
ず
し
も
表
し
て
い
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら

れ
る
。

今
後
、
税
と
社
会
保
障
の
一
体
改
革
が
進
め
ら
れ
、
社
会

（出所）筆者作成

図 ３　義務付けと地方分権

基準財政需要額

当初の義務的経費 義務的経費増加分

税収額Ａ

基準財政収入額Ａ

自治体Ａ 地方交付税Ａ

自治体Ｂ 地方交付税Ｂ

留保財源Ａ

税収額Ｂ

基準財政収入額Ｂ

変更前の自由になる財源Ｂ

変更後の自由になる財源Ｂ

留保財源Ｂ

変更前の自由になる財源Ａ

変更後の自由になる財源Ａ

地方自治と経済分権
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保
障
の
充
実
の
た
め
の
政
策
と
そ
の
た
め
の
負
担
の
あ
り
方
が
具
体
化
し
て
い
く
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
。
ま
た
、
人
口
減
少
が
進
み
、

各
自
治
体
は
、
こ
の
困
難
な
課
題
に
立
ち
向
か
う
た
め
の
少
子
化
対
策
や
産
業
振
興
な
ど
の
施
策
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
実
情
に

応
じ
て
展
開
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
中
で
、
ミ
ク
ロ
レ
ベ
ル
で
、
特
に
財
政
力
の
弱
い
地
方
自
治
体
の
財
源
を
ど

の
よ
う
に
保
障
す
る
か
が
、
重
要
な
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

㈡　

地
方
税
の
充
実
と
税
源
の
偏
在
問
題

以
前
か
ら
、
地
方
分
権
の
た
め
に
は
、
地
方
の
歳
出
に
見
合
う
よ
う
に
、
地
方
税
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
さ

れ
て
き
た
。
同
時
に
、
地
方
自
治
体
の
課
税
権
が
保
障
さ
れ
、
自
由
に
施
策
を
実
施
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
、
国
税
か
ら
独
立
し

た
応
益
的
な
独
立
税
が
好
ま
し
い
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
わ
が
国
で
は
地
域
間
の
経
済
力
の
格
差
が
拡
大
し
、
都
市
へ
の
人
口

集
中
と
地
方
で
の
高
齢
化
の
進
展
と
と
も
に
、
都
市
と
地
方
の
間
で
経
済
力
格
差
が
広
が
っ
て
い
る
た
め
、
独
立
税
に
よ
る
地
方
税

の
充
実
に
よ
っ
て
自
治
体
間
に
新
た
な
財
政
力
格
差
が
生
ず
る
と
い
う
問
題
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
地
方
分
権
推

進
委
員
会
の
最
終
報
告
第
三
章
に
お
い
て
も
、
地
方
税
源
充
実
に
伴
い
生
ず
る
財
政
力
格
差
の
問
題
と
し
て
指
摘
さ
れ
、
解
決
す
る

た
め
に
は
偏
在
性
の
少
な
い
税
目
を
税
源
移
譲
す
る
こ
と
、
ま
た
新
た
な
財
政
調
整
の
仕
組
み
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
な
ど
が

示
唆
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
財
政
力
格
差
の
拡
大
に
つ
い
て
は
、
税
源
移
譲
に
限
ら
ず
、
税
率
の
引
上
げ
な
ど
に
よ
っ
て
地
方
税
の
充
実
が
な
さ

れ
た
場
合
に
も
一
般
的
に
生
じ
る
問
題
で
あ
る
。
例
え
ば
、
社
会
保
障
と
税
の
一
体
改
革
と
し
て
、
平
成
二
六
年
四
月
一
日
の
消
費

税
率
（
国
・
地
方
）
の
八
％
へ
の
引
上
げ
と
と
も
に
、
地
方
消
費
税
率
が
消
費
税
相
当
で
一
・
七
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
、
ま
た
平
成
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三
一
年
一
〇
月
の
消
費
税
率
一
〇
％
へ
の
引
上
げ
時
に
は
、
地
方
消
費
税

率
が
消
費
税
相
当
で
二
・
二
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
、
平
成
二
四

年
の
税
制
抜
本
改
革
法
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
税
制
改
革
に

よ
っ
て
地
方
税
の
充
実
が
図
ら
れ
る
が
、
富
裕
団
体
と
豊
か
で
な
い
団
体

の
間
で
財
源
格
差
が
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
交
付
団
体
と
不
交
付
団
体
の

一
般
財
源
で
み
た
財
政
力
格
差
は
拡
大
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
地
方
消
費
税
の
税
率
引
上
げ
を
通
じ
た
地
方
税
の
充
実

が
な
さ
れ
た
場
合
、
交
付
団
体
と
不
交
付
団
体
の
間
で
財
政
力
格
差
の
拡

大
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
図
４
に
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
示
さ
れ
て
い
る
。

地
方
消
費
税
収
が
増
額
し
た
場
合
、
不
交
付
団
体
に
お
い
て
は
財
源
超
過

額
が
増
加
し
一
般
財
源
総
額
も
増
加
す
る
の
に
対
し
、
交
付
団
体
に
お
い

て
は
、
基
準
財
政
需
要
額
を
変
更
せ
ず
、
留
保
財
源
を
考
え
な
い
と
す
る

と
、
地
方
消
費
税
の
増
収
に
呼
応
し
て
地
方
交
付
税
に
同
額
の
減
額
が
生

じ
、
一
般
財
源
総
額
で
み
た
場
合
変
化
は
生
じ
な
い
。
そ
の
た
め
不
交
付

団
体
と
交
付
団
体
の
間
の
一
般
財
源
総
額
に
つ
い
て
格
差
が
拡
大
す
る
こ

と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

留
意
す
べ
き
は
、
こ
の
財
政
力
格
差
が
不
交
付
団
体
の
努
力
に
よ
っ
て

（出所）総務省資料

地方税

交付団体
（イメージ図）

不交付団体

基
準
財
政
需
要
額

地方
交付税

地方税

地方
交付税

地方税

地方消
費税引
上げ分

地方税

地方消
費税引
上げ分

図 ４　地方税の充実とその効果
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生
じ
た
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
交
付
団
体
の
課
税
努
力
の
不
足
に

よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
自

治
体
自
身
の
責
任
に
よ
ら
な
い
格
差
の
拡
大
に
つ
い
て
は
何
ら
か

の
財
政
措
置
に
よ
っ
て
是
正
す
る
こ
と
が
適
切
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
考
え
方
に
沿
っ
て
、
平
成
二
六
年
度
税
制
改
正

で
は
、
地
方
公
共
団
体
間
の
偏
在
是
正
の
た
め
に
、
地
方
法
人
税

の
創
設
と
法
人
住
民
税
法
人
税
割
の
一
部
を
交
付
税
原
資
と
す
る

措
置
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
偏
在
是
正
の
全
体
像
の
イ
メ
ー
ジ
が
図

５
に
示
さ
れ
て
い
る
が
、
法
人
住
民
税
法
人
税
割
の
税
率
を
引
下

げ
て
、
代
わ
り
に
国
税
の
地
方
法
人
税
創
設
し
、
地
方
交
付
税
の

財
源
と
し
て
交
付
団
体
へ
交
付
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

あ
わ
せ
て
こ
の
偏
在
是
正
に
よ
り
生
じ
る
財
源
を
活
用
し
た
歳

出
に
つ
い
て
、
平
成
二
七
年
度
の
地
方
財
政
計
画
上
も
「
ま
ち
・

ひ
と
・
し
ご
と
創
生
事
業
費
」
と
し
て
計
上
し
、
基
準
財
政
需
要

額
を
増
額
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ミ
ク
ロ
レ
ベ
ル
で
の
格
差
拡
大
を

是
正
す
る
よ
う
措
置
を
講
じ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
、
地
方
法
人
特
別
税
、
地
方
法
人
特
別
譲
与
税
、
地

（
3
）

（出所）総務省資料

2.3兆円

2.8兆円

1.0％

1.7％

2.8兆円

2.0兆円

1.7兆円

0.6兆円都
道
府
県
及
び
市
町
村

法
人
住
民
税
法
人
税
割

地
方
消
費
税

都
道
府
県
及
び
市
町
村

法
人
住
民
税
法
人
税
割

地
方
消
費
税

法
人
事
業
税

法人税割の税率
都道府県 5.0％→3.2％
市町村 12.3％→9.7％

国税化
（交付税原資） 地方交付税 → 地方交付税として、

交付団体へ交付

地方法人
特別税

（国税）

0.6兆円 1／3
復元

増
収
分

図 ５　地方法人税の創設とそのイメージ
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方
法
人
税
、
地
方
譲
与
税
の
譲
与
制
限
、
法
人
事
業
税
に
お
け
る
分
割
基
準
の
変
更
、
税
源
交
換
な
ど
、
地
方
税
制
度
や
地
方
譲
与

税
制
度
な
ど
の
制
度
的
変
更
、
あ
る
い
は
地
方
税
の
国
税
化
と
地
方
交
付
税
原
資
へ
の
繰
入
れ
あ
る
い
は
地
方
譲
与
税
化
な
ど
多
く

の
偏
在
是
正
措
置
が
検
討
・
実
施
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
都
度
、
地
方
財
政
計
画
の
策
定
や
地
方
交
付
税
の
算
定
方
法
の
見
直
し
を
通

じ
、
制
度
改
正
の
効
果
が
個
々
の
自
治
体
に
適
切
に
及
ぶ
よ
う
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
今
後
地
方
税
の
充
実
あ
る
い
は
消
費
税
率
の
更
な
る
引
上
げ
等
に
よ
っ
て
財
政
力
格
差
が
拡
大
す
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
、
地
方
分
権
を
考
え
る
と
き
、
よ
り
抜
本
的
な
視
点
か
ら
の
新
た
な
地
方
税
の
体
系
と
財
政
調
整
の
仕
組
み
を
議
論
す
べ
き
時
期

に
来
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
１
）　

地
方
消
費
税
の
清
算
基
準
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
〇
年
四
月
一
日
以
降
、
統
計
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
さ
れ
な
い
部
分
は
人
口
の
み
に
よ
っ
て
代
替
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

（
2
）　

地
方
消
費
税
と
応
益
性
に
関
し
て
は
、
持
田
他
『
地
方
消
費
税
の
経
済
学
』
有
斐
閣
、
二
〇
一
〇
、
一
四
頁
を
参
照
せ
よ
。

（
3
）　

同
時
に
、
暫
定
措
置
で
あ
っ
た
地
方
法
人
特
別
税
を
ち
ょ
う
ど
そ
れ
に
見
合
う
〇
・
六
兆
円
法
人
事
業
税
に
戻
す
措
置
が
な
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、

消
費
税
率
（
国
・
地
方
）
一
〇
％
へ
の
引
上
げ
時
に
は
、
地
方
法
人
税
率
の
引
上
げ
と
法
人
住
民
税
法
人
税
割
の
交
付
税
の
財
源
と
す
る
こ
と
を
さ

ら
に
進
め
る
と
と
も
に
、
暫
定
措
置
で
あ
っ
た
地
方
法
人
特
別
税
・
譲
与
税
を
廃
止
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
る
。

（
地
方
財
政
審
議
会
会
長
・
青
山
学
院
大
学
名
誉
教
授
）
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